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大規模小売店舗の立地に関し、設置者が「施設の配置及び運営方法」等に配慮することに
よって、周辺地域の生活環境（騒音、廃棄物、交通渋滞等）を保持するための手続きなどを
規定。

１ 大規模小売店舗立地法（大店立地法）の概要

１

設置者が大型店（店舗面積1,000㎡超）の新増設を届出

出店者が説明会を開催

地元市町村、住民等が意見提出

県が意見提出

地元市町村が意見提出

８か月 ２か月４か月

大型店の設置者が自主的対応策を提示

２か月

県が勧告

（公告、縦覧）
駐車場の収容台数、荷さばき施設の位置、
廃棄物等の保管施設の容量等

（公告、縦覧）

（公告、縦覧）

（公告、縦覧）

（公告）

※県の意見を適正に反映し
ておらず、生活環境に著し
い悪影響を及ぼす事態の発
生を回避することが困難で
あると認めるとき

（届出事項）

大型店の設置者が必要な変更を届出 （公告、縦覧）

＜届出の流れ＞

①

②

③

④

⑤

通常は②で手続終了



☆中心市街地活性化法の改正（Ｈ１８．８月施行）

○中心市街地活性化策の方向

○国による「選択と集中」の仕組みの導入
市町村策定の中心市街地活性化基本計画の内閣総理大臣による認定制度⇒

○支援措置の大幅な拡充
法律、税制の特例、補助事業の重点実施等

○民間主導による多様な関係者の参画を得た取り組みの推進
中心市街地活性化協議会の法制化

２

２ 中心市街地活性化法の概要
少子高齢化の進行、消費生活の変化等に対応して、中心市街地における都市機能の増進及

び経済活力向上を総合的一体的に推進するための施策について規定。

まちづくり三法（中心市街地活性化法、

都市計画法、大店立地法）の見直し

H19.  2 富山市認定
H19.11 高岡市認定

例えば

中心市街地における空き店舗等への大型小売店舗出店時の規制緩和 ⇒大店立地法の特例措置



☆Ｈ１９．１１「高岡市中心市街地活性化基本計画」の認定

３

⇒中心市街地区域図の

新計画エリア（右図参照）

＝認定中心市街地



○認定中心市街地※のみで設定可能。

○大型店の新設・変更等の届出、事業者による説明会等の省略により、
中心市街地への大型店の出店を促進。

○区域指定時の地域住民等からの意見聴取、区域内での生活環境への
配慮義務規定等により、周辺住民にも配慮。

中心市街地における大型店の退店跡地の深刻化

第一種特例区域の設定

中心市街地の空き店舗跡地などへの大型店の誘致を支援

３ 大規模小売店舗立地法の特例措置

４
※認定中心市街地・・・内閣総理大臣の認定を受けた基本計画（←高岡市中心市街地活性化基本計画）に定められた中心市街地



４ 県内における特例区域の設定状況

平成１９年８月３１日、富山市の中心市街地において大規模小売店舗立地法の
特例区域を指定し、大型店の出店等に伴う法定手続きを緩和する特例措置を適用した。

（１）指定区域の概要
富山市からの要請に基づき、次の
３地区を第一種特例区域として指定
①旧富山西武百貨店（0.5ha）
②旧富山大和百貨店（0.7ha）
③総曲輪フェリオ（1.1ha）

（２）主な指定理由
・大型店の誘致による商業機能を強化し、
にぎわいを回復するとともに買い物利
便性の向上を図る。
・近隣に駐車場が整備されていることから、駐車場待ちの交通渋滞が発生する
可能性は低い。
・周辺に一般住居が少なく、騒音問題等が発生する可能性は低い。
・大型店が入店していた空き店舗を対象としており、地域住民の受容度は高い。

特例区域指定（富山市 H19.8.31）

５

１

２

３



５ 高岡市からの要請内容（特例区域案）

市の基本計画で

「下関地区」と

して位置づけら

れた地域のうち

右図で囲まれた

区域

・高岡サティ

跡地

（約3.22ha）

（１）特例措置（第一種特例区域）を適用する区域

６



７

（２）特例区域を定める具体的理由及び指定により期待される効果
（高岡市の要請内容より）

・平成２１年１月に高岡サティが閉店する際、地域住民から存続を求める
声が多数寄せられた。

・サティ閉店後は、近隣住民、特に車を持たない高齢者にとっては生鮮食
料品や日用品の購入に大きな支障をきたしている。

・大型店を誘致することによって、賑わいを取り戻すとともに市民の買物
利便性を高めることが必要である。

・歩行者・自転車通行量の増加により、賑わいが創出されることで、中心
市街地の商業地としての魅力も増し、小売業、飲食店など他業種も含め
た中心市街地の活性化も期待される。

（３）周辺地域の生活環境について （高岡市の要請内容より）

・指定区域に進入するための交差点もあることから、交通渋滞等の発生す
る可能性は小さいものと考えられる。

・また、高岡サティが出店した地区であることから、大型店が出店するこ
とに対する周辺住民の生活環境上の受容度は高いと考えられる。



県が特例区域案を作成（市町村への協議要）

►►H23.4月中～下旬

県が区域を決定

►►H23.4月下旬～H23.5月上旬

市町村が区域案を提出

▶► H23.2.10 高岡市が要請書を提出

２週間

住民説明会の開催

▶► H23.3.23 説明会の開催

住民等が意見提出

公告 ・縦覧

公告

８

・・・法定手続き

・・・任意手続き

配意・検討 意見を反映

６ 特例区域指定までのスケジュール

商業まちづくり課に
提出。詳しくはお問
合せください。


